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１．事業の概況 

１.株式会社の現況に関する事項 

事業の経過及び成果 

  全般の状況 

当事業年度における我が国経済は、企業部門の好調が持続するなど、景気の緩やかな拡

大が続いていましたが、米国のサブプライムローン問題に端を発する株式・為替市場の変

動や原油価格の動向等を背景に、企業収益が弱含み、設備投資も横ばいとなり、雇用情勢

の改善にも足踏みがみられるなど、景気回復への慎重な見方が広がってきました。 

情報通信分野におきましては「ｕ－Ｊａｐａｎ政策」「ＩＴ新改革戦略」が目指すユビキ

タスネット社会の実現に向け、ブロードバンド化・モバイル化の急速な進展や次世代ネッ

トワーク（ＮＧＮ）構築に向けた取り組みが加速し、通信と放送の連携、固定と移動を融

合したサービスの進展等により、市場構造が急激に変化してまいりました。 

ブロードバンドサービス市場におきましては、ＤＳＬサービスの契約数が純減に転じる

なか、光アクセスサービスの拡大が続き、また、インターネット・ＩＰ電話・映像サービ

スを一体的に提供するトリプルプレイサービスの本格化や動画共有サイト、ソーシャルネ

ットワーキングサービス（※1）等の消費者発信型メディアと呼ばれるネット周辺ビジネス

や情報機器や無線機器を活用した新たなサービスなどが急速に発展してまいりました。電

話市場におきましても、他事業者によるドライカッパ回線を利用した直収電話サービスと

の競争が熾烈化するとともに、携帯電話間の通話料定額制サービスや固定と移動を融合し

たサービスの競争が開始されています。 

当社は、このような厳しくかつ激変する事業環境のもと、お客様と長いお付き合いをさ

せていただく「身近な総合ＩＣＴ（※2）企業」として、良質かつ安定的なユニバー

サルサービスの提供に努めるとともに、「ＮＴＴグループ中期経営戦略（平成 16 年 11

月公表）」の実現に向け、次世代ネットワーク（ＮＧＮ）の本格的な商用サービス「フレッ

ツ 光ネクスト」等のサービス・商品を提供するなど、お客様のニーズにあった安心・

安全で信頼性の高い魅力的なブロードバンドサービスの拡大に積極的に努めてま

いりました。 

①光・ＩＰ系サービス推進に向けた取り組み 

「ＮＴＴグループ中期経営戦略」の具現化に向け、次世代ネットワーク（ＮＧＮ）の本

格的な商用サービスの提供を行うため、平成 18 年 12 月に開始したフィールドトライアル

を昨年 4月から一般のお客様に対象を拡大し、また幅広い分野の事業者様との連携を図り
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つつ、お客様ニーズの把握に努めてまいりました。その結果、本年 3月より、東京都、神

奈川県、千葉県、埼玉県の一部エリアで商用サービス「フレッツ 光ネクスト」等を提供

開始しました。既存の光アクセスサービス、光ＩＰ電話サービス、ＶＰＮサービス、イー

サネットサービスに相当する各サービスをはじめとし、次世代ネットワーク（ＮＧＮ）の

特徴である高音質な音声通話やテレビ電話を利用可能とするほか、ＶＯＤ（※3）等のコン

テンツ配信サービスをより高品質かつ安定的に視聴可能となる帯域確保の付加サービスを

提供するなど、新たなサービスを併せて提供開始しました。 

引き続き、広帯域・高品質・高セキュリティ等の次世代ネットワーク（ＮＧＮ）の特長

を活かした利便性の高い新サービスの開発・提供など、次世代ネットワーク（ＮＧＮ）の

魅力を更に向上させるサービスラインナップの充実に努め、豊かなコミュニケーション環

境の創造や新たなビジネス機会の創出を目指した取り組みを推進してまいります。 

光アクセスサービス「Ｂフレッツ」につきましては、より多くのお客様にご利用いただ

けるよう、月額利用料や工事費等の各種割引施策を通じて販売の拡大を図ると同時に、自

治体や地域住民の方々との連携を通じた積極的な提供エリアの拡大に努めてまいりました。 

更に、任天堂株式会社様が提供するＴＶゲーム機「Ｗii(R)（※4）」と「Ｂフレッツ」と

の接続推進に向け協業を図るなど、光アクセスサービスの新たな利用シーンの提供による

販売拡大に取り組むとともに、多チャンネル放送・ＶＯＤ等の各種映像サービスを提供す

る事業者様等との積極的な連携や携帯電話等を使用して外出先からネットワークカメ

ラによりご自宅の様子を確認することを可能とする「フレッツ ホームセキュリティ」

を販売開始するなど、光アクセスサービスを利用した安心で便利な付加価値の高いサービ

スの普及・拡大に努めてまいりました。 

また、お客様サービスの向上に向けた取り組みにつきましては「Ｂフレッツ」の開通納

期の短縮や土休日受付・工事の更なる推進に取り組むとともに、「Ｂフレッツ ハイパーフ

ァミリータイプ」について、２４時間・３６５日故障修理対応を行うサービス「Ｂフレッ

ツ ハイパーファミリータイプ アドバンスドサポート」の提供開始や「ひかり電話」を

ご利用のお客様からのお問合せ、ご要望等をワンストップで解決する「光サポートセンタ」

の拡大を推進してまいりました。更に、日々増加するコンピュータウィルス等の脅威に対

するセキュリティ対策の強化として｢フレッツ・ウイルスクリア｣の積極的な販売や「ひか

り電話」を停電時でも利用可能にする機器のレンタルサービスを提供開始するとともに、

ネットワークからパソコン、ルータ等周辺機器までのトラブル等に対するサポートサービ

スとして「Ｂフレッツ」をご利用いただいているお客様への訪問サービスや電話等による

リモートサポートサービス等をワンストップで行う「ワンストップアフターサービス」を
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本格的に提供開始するなど、光アクセスサービスの利用拡大に向け、お客様に安心してご

利用いただけるサービスの充実に努めてまいりました。 

②ソリューションビジネスの取り組み 

法人ビジネス分野におきましては、「セキュリティ」「映像」「データセンタ」「ＢＣＰ」

（※5）等の各種ソリューション営業を積極的に展開しました。具体的には情報漏えいの防

止に向けた「キーワード指定型ファイル検索削除ソリューション」を提供開始するととも

に、中堅企業向けＢＣＰソリューション「Ｅphelio ＤＲ」（イフェリオディーアール）（※

6）をはじめとした市場が拡大傾向にあるデータセンタビジネスを推進するなど、自治体や

企業における災害時等の事業継続計画、情報セキュリティ対策、業務の効率化及び新しい

ビジネス戦略等の実現をサポートしてまいりました。 

③事業運営体制の状況等 

事業運営体制につきましては、東京エリアの企業のお客様に対する地域に密着した営業

活動の強化と、高度化・多様化するソリューションニーズへ、更にきめ細やかに対応する

ことを目指し、昨年 10 月に東京支店及び管内５社（※7）に「オフィス営業部」を設置

するとともに、「株式会社ＮＴＴ東日本ソリューションズ」（※8）を設立・営業開始いた

しました。更に、料金部門・１１６センタ等の拠点集約やアウトソーシング化の推進を図

るとともに、経費の徹底した効率化や遊休不動産の利活用を積極的に推進するなど、一層

の経営の効率化による経営基盤の安定・強化を図り、経営環境の変化に即応した弾力的な

事業運営に努めてまいりました。 

④ＣＳＲの推進に向けた取り組み 

安心・安全で豊かな社会の実現に向け、ＣＳＲ活動をＮＴＴ東日本グループにおける事

業運営の重要な柱の一つとして位置づけ、「ＮＴＴグループＣＳＲ憲章」（平成 18 年 6 月制

定）を基本に、個人情報保護の徹底をはじめとした法令等遵守はもとより、経済的側面や

環境的側面、社会・地域への貢献といった社会的側面にも配慮した事業活動を推進してま

いりました。具体的には、社員一人ひとりがＣＳＲに取り組むための行動指針である「Ｎ

ＴＴ東日本グループＣＳＲ行動基準」を策定するなど、ＣＳＲ経営の強化に努めるととも

に、「ＮＴＴ東日本グループＣＳＲ報告書 2007」の発行等、ステークホルダーへの情報開

示にも積極的に取り組んでまいりました。 

その他、災害時における取り組みとして、昨年 7月に発生した「新潟県中越沖地震」に

おいては、通信設備及びサービスの早期復旧に向け全社を挙げて取り組んでまいりました。

具体的には、特設公衆電話の設置や「災害用伝言ダイヤル（１７１）」及び「災害用ブロー

ドバンド伝言板（ｗｅｂ１７１）」の運用により連絡手段の確保を図ったほか、被災による
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設備故障等で電話がご利用できなかったお客様につきまして、その期間の基本料金等を無

料とするとともに、被災者への義援金募集に係るダイヤルＱ２番組の回収代行手数料の無

料化を行うなど、情報通信事業者として、被災者支援の一翼を担ってまいりました。 

更に、被災後直ちに当該支店（新潟支店）を通じ、柏崎市・刈羽村両行政当局の要望を

お伺いし、非常食等の災害対策物品の提供を行いました。 

また、昨年 5月に「ひかり電話」等の故障が発生し、お客様に多大なご迷惑・ご不便を

おかけしたこと、更に昨年 9月に相次いで発生した大規模な情報漏えいにつきまして、お

客様及び関係者の方々に多大なご迷惑をおかけしましたことを心より深くお詫び申し上

げます。 

「ひかり電話」等の故障につきましては、サービス復旧時間の短縮に努めるととも

に、ＩＰ伝送装置の処理能力の向上を図るなど、早急に対策を講じました。今後も、再

発防止と更なる安定運用に向けた取り組みやＩＰ系サービスの技術者育成の充実・強

化を図るなど、信頼性向上に全社を挙げて努めてまいります。 

情報漏えいにつきましては、当社ではこれまで、業務関連ファイルの社外への無断持ち

出しの禁止やお客様情報を格納した専用サーバへのアクセスを指紋認証により制限すると

ともに、個人情報の取り扱いに関する全社員への周知・教育等を実施し、個人情報の保護

に努めてきたところです。しかしながら、今回、このような事態が発生したことを厳粛に

受け止め、機密情報流出防止対策ソフトの導入による社内パソコンの外部記録装置用接続

口の制限や社員教育の再徹底に努めるなど、個人情報の取り扱いには更に厳正に取り組ん

でまいります。 

最後に、情報案内事業につきまして、お客様の利便性の向上、及び番号案内サー

ビスにおける収益確保を目的として、１０４番号案内サービスでご案内した電話番

号にそのままおつなぎする「ＤＩＡＬ １０４」サービスを昨年７月から提供開始

いたしましたが、昨年 7 月から同年 10 月にかけて実施した「ＤＩＡＬ １０４」

のテレビコマーシャル、新聞広告、雑誌広告、駅貼りポスター、並びに鉄道・バス

の車内広告の表示について、取引条件が実際のものより著しく有利であると一般消

費者に誤認されるものとして、不当景品類及び不当表示防止法第６条第１項の規定

により、公正取引委員会から排除命令を受けました。お客様にご迷惑をおかけしま

したことについて、心より深くお詫び申し上げます。今後は、お客様が安心してご

利用いただけるよう、適切な対策を徹底するとともに、より一層のサービス向上に

努めてまいります。 
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⑤販売状況 

以上の取り組みの結果、営業収益は 2兆 27 億円（前年同期比 2.8％減）、経常利益は 674

億円（前年同期比 25.3％減）、当事業年度の純利益は 968 億円（前年同期比 14.9％増）と

なりました。 

※1：人と人とのつながりを促進・サポートするコミュニティ型の会員制サービス。 

※2：Information and Communication Technology の略。情報通信技術を表す言葉。 

※3：ＶＯＤ：Video On Demand の略。お客様の見たいときに様々な映像コンテンツを配信するシス

テム、またはサービスの総称。 

※4：「Ｗii」は任天堂株式会社の登録商標。 

※5：Business Continuity Plan（事業継続計画）の略。企業が被災しても重要事業を中断させず、

中断しても可能な限り短期間で再開させ、 中断に伴う顧客取引の競合他社への流出、マーケッ

トシェアの低下、企業評価の低下などから企業を守るための経営戦略。 

※6：「Ｅphelio」はお客様の業務システムの設計～構築～保守・運用をトータルで提供するＮＴＴ東

日本のフルアウトソーシングサービスの総称。「ＤＲ」は Disaster Recovery の略。災害復旧。

業務用システムが被災した際に、業務を継続するために想定される運用体制の総称。 

※7：株式会社ＮＴＴ東日本-東京南 （本社：東京都港区） 

株式会社ＮＴＴ東日本-東京中央（本社：東京都千代田区） 

株式会社ＮＴＴ東日本-東京北 （本社：東京都新宿区） 

株式会社ＮＴＴ東日本-東京東 （本社：東京都台東区） 

株式会社ＮＴＴ東日本-東京西 （本社：東京都立川市） 

※8：株式会社ＮＴＴ東日本ソリューションズ（本社：東京都文京区、会社設立：平成 19 年 9 月 4日） 

 

２.業務の適正を確保するための体制等 

当社は、ＮＴＴ東日本グループにおける内部統制システムの整備に関する基本方針を取締

役会で決議しています。その内容は、以下のとおりです。 

なお、情報漏えいや「ＤＩＡＬ １０４」の広告表示に対する公正取引委員会からの排除

命令を受けた事象等がありましたが、内部監査組織である業務監査室が、本社及び支店、並

びにグループ会社に対して、監査を行い、適時必要な改善を図るなど、内部統制が有効に機

能していることを確認しております。 

 

〔内部統制システムの整備に関する基本方針〕 

Ⅰ.内部統制システムの整備に関する基本的考え方 

1.当社は、内部統制システムの整備にあたり、法令の遵守、損失の危機管理及び適正かつ

効率的な事業運営を目的に、損失の未然防止、損失最小化に向けた各種対策を講じる。 

2.上記内部統制システムの整備及び運用状況についての有効性評価を実施する組織として

業務監査室を設置し、監査レビューの実施やグループとしてリスクの高い共通項目につ

いては、持株会社からのグループ統一監査テーマを含めた監査を実施することにより、

有効性を評価した上、必要な改善を実施する。 

3. 米国企業改革法（302 条（開示内部統制）、404 条（財務報告内部統制）等）に基づく内
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部統制システムの信頼性の確保についても、持株会社と連携し適切に取り組みを実施す

る。 

4.社長は職務執行の最高責任者として、内部統制システムの整備及び運用について責任を

もって実施する。 

 

Ⅱ.内部統制システムの整備に関する体制の整備 

1.取締役及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

当社は、法令を遵守することはもとより、高い倫理観を持って事業を運営していくため、

以下の取り組みを行う。 

(1)社員就業規則等において、事業を適正かつ効率的に運営するため、誠実に法令、規程

及び通達を遵守し、全力をあげてその職務の遂行に専念しなければならないと定める。 

(2)ＮＴＴ東日本グループ全ての取締役及び社員は、ＮＴＴグループ企業倫理憲章に基づ

き、企業倫理の強化に向けた取り組みを実施する。 

(3)企業倫理の責任体制を明確化し、企業倫理の確立、コンプライアンス意識の醸成、綱

紀の保持、申告に関する調査検討等を行うため、副社長を委員長として、企業倫理委

員会を設置する。 

(4)より風通しのよい企業風土の醸成に努め、社内およびＮＴＴ東日本グループ各社内に

社内の申告・相談窓口を設置するとともに、グループ横断的な相談窓口である弁護士

による社外の申告・相談窓口を活用する。 

(5)取締役や社員に対する継続的な啓発活動を行うため、企業倫理研修等を実施する。ま

た、社内チェックの充実・強化を図るため、企業倫理に関する意識調査等を行なう。 

 

2.ビジネスリスクマネジメントに関する規程その他の体制 

当社は、ビジネスリスクについて適切にマネジメントするため、以下の取り組みを行う。 

(1)ビジネスリスクマネジメントの責任体制を明確化するため、副社長を委員長として、

会社運営に関わる新たなビジネスリスクへの対処に向けた危機管理を行うためにビジ

ネスリスクマネジメント推進委員会を設置する。 

(2)また、リスクの発生を予防し、事前準備をするとともに、リスクが発生した場合に的

確かつ迅速な対応ができるように取り組めるよう、ＮＴＴグループとしてのビジネス

リスクマネジメントマニュアルを配備する。 
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3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

当社は、取締役の適切な責任分担と監督体制により効率的な業務運営を行うため、以下

の取り組みを行う。 

(1)組織の構成と各組織の職務範囲を定める組織規程及び権限の分掌を定める責任規程

を策定する。 

(2)取締役会規則を定め、原則月 1回開催される取締役会において、経営に関する重要事

項について、関係法規、経営判断の原則及び善良なる管理者の注意義務等に基づき決

定を行うとともに、定期的に職務の執行状況等について報告する。 

(3)さらに会社経営・グループ経営に関する重要事項を課題毎に議論し、適正な意思決定

を行うための経営会議、委員会を設置する。 

 

4.取締役の職務の執行に関する情報の保存及び管理に関する体制 

当社は、取締役の職務の執行に関する情報の管理を行い、適正かつ効率的な業務運営に

資するため、以下の取り組みを行う。 

(1)文書(関連資料及び電磁媒体に記録されたものを含む。以下「文書」という。)その他

の情報の管理について必要事項を定めるため、文書規程、情報セキュリティの基本方

針を策定する。 

(2)文書の整理保存の期間については、法令に定めるものの他、業務に必要な期間保存す

る。 

 

5.ＮＴＴ東日本グループにおける業務の適正を確保するための体制 

当社は、ＮＴＴ東日本グループ会社間及び持株会社との取引については法令に従い適切

に行うことはもとより、ＮＴＴ東日本グループが適正な業務運営を行ない、グループと

しての成長・発展に資するため、以下の取り組みを行う。 

(1)危機発生時におけるＮＴＴ東日本から持株会社およびＮＴＴ東日本グループ会社か

らＮＴＴ東日本への連絡体制 

(2)不祥事等の防止のための社員教育や研修等に係る体制 

(3)情報セキュリティ及び個人情報保護に関する体制 

(4)定期的な財務状況等の報告の受領 

(5)ＮＴＴ東日本の内部監査部門等によるＮＴＴ東日本グループ会社の監査 
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6.監査役の職務を補助すべき社員に関する事項及びその社員の取締役からの独立性に関す

る事項 

当社は、監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、監査役の職務を補助す

べき社員について以下の取り組みを行う。 

(1)監査役の職務を補助すべき専任の社員を配置するため、会社法上の重要な組織として

監査役室を設置する。 

(2)監査役室に所属する社員は、監査役の指揮命令に基づき業務を実施する。 

(3)監査役室に所属する社員の人事異動、評価等について、監査役会の意見を尊重し対処

する。 

 

7.取締役及び社員が監査役に報告をするための体制及びその他監査役の監査が実効的に行

われることを確保するための体制 

当社は、監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、取締役及び社員が職務

執行に関する重要な事項について監査役に報告するなど、以下の取り組みを行う。 

(1)取締役等から職務執行等の状況について以下の項目について報告する。 

①経営会議で決議された事項 

②会社に著しい損害を及ぼした事項および及ぼすおそれのある事項 

③月次決算報告 

④内部監査の状況 

⑤法令・定款等に違反するおそれのある事項 

⑥ヘルプラインへの通報状況 

⑦上記以外のコンプライアンス上重要な事項 

(2)監査役の求めに応じ、代表取締役、会計監査人、内部監査部門等は、それぞれ定期的及

び随時に監査役と意見交換を実施する。 

(3)監査役は取締役会のほか、重要な会議に出席することができる。 

(4)監査役は、独自に外部の専門家と契約し監査業務に関する助言を受けることができる。 

 



 ２．比 較 貸 借 対 照 表 

(単位　百万円)

２，９２６，４７２ ２，８４０，３２７ △ ８６，１４５

５４６，８１３ ４８１，９６６ △ ６４，８４７

７，１６２ ６，８６９ △ ２９２

６３，６６１ ８３，１６９ １９，５０７

７２３，１８４ ７５２，０６６ ２８，８８２

８，４６６ ７，２１０ △ １，２５５

７０４，１３８ ６７３，７３４ △ ３０，４０３

６９９ １，０３２ ３３３

５７３，４０７ ５４０，２８６ △ ３３，１２１

１６，２０２ １５，１３２ △ １，０７０

２，３５５ ２，６７４ ３１９

２８５ ２１０ △ ７４

３９，１７４ ４１，２０４ ２，０３０

２０２，５９１ １９８，５４９ △ ４，０４２

－ ４６０ ４６０

３８，３３０ ３５，７５９ △ ２，５７１

９７，６７７ １０３，９４５ ６，２６７

３，０２４，１５０ ２，９４４，２７２ △ ７９，８７７

１３，００４ ８，７３３ △ ４，２７１

４３，６２０ ４３，７６９ １４８

１００ ８００ ７００

２，９５７ ３，９７４ １，０１７

２８０，７５５ ２２５，０８６ △ ５５，６６８

１５，０５９ １６，２２６ １，１６７

△ ２，５７３ △ ２，４２８ １４４

３５２，９２５ ２９６，１６２ △ ５６，７６２

３，３７７，０７５ ３，２４０，４３５ △ １３６，６４０

１０７，５７５ １３２，９４７ ２５，３７２

７９ ２６ △ ５２

３６７，５４７ ３０５，４７６ △ ６２，０７１

２３，０６６ １０，１４７ △ １２，９１９

３５，２１７ ３５，４９７ ２８０

３，７２２ ３，８３７ １１５

５，５４８ ６，１９８ ６４９

７，３８５ ６，９５２ △ ４３３

１２，６８５ １，９５５ △ １０，７２９

１３，２５２ １１，５４０ △ １，７１２

△ ３，１８７ △ ２，３１５ ８７１

５７２，８９３ ５１２，２６４ △ ６０，６２９

３，９４９，９６９ ３，７５２，７００ △ １９７，２６９

有 形 固 定 資 産

機 械 設 備

機 械 及 び 装 置

土 木 設 備

海 底 線 設 備

端 末 設 備

車 両 及 び 船 舶

工 具 、 器 具 及 び 備 品

土 地

流 動 資 産 合 計

売 掛 金

貯 蔵 品

そ の 他 の 流 動 資 産

貸 倒 引 当 金

前 渡 金

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

短 期 貸 付 金

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

固 定 資 産 合 計

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

流 動 資 産

その他の投資及びその他の資産

貸 倒 引 当 金

投 資 有 価 証 券

長 期 前 払 費 用

関 係 会 社 長 期 貸 付 金

関 係 会 社 株 式

電気通信事業固定資産合計

科 目

(　 資 　産　 の 　部 　)

増 減 ( △ )

第   ８   期 第   ９   期

(平成19年３月31日) (平成20年３月31日)

電気通信事業固定資産

無 形 固 定 資 産

リ ー ス 資 産

市 内 線 路 設 備

市 外 線 路 設 備

空 中 線 設 備

固 定 資 産

資 産 合 計

未 収 入 金

建 物

繰 延 税 金 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

建 設 仮 勘 定

構 築 物
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(単位　百万円)

５７７，５６７ ６０５，１４８ ２７，５８０

－ １，１１６ １，１１６

４９９，２３２ ３１８，９３７ △ １８０，２９５

－ １２，０１３ １２，０１３

７，３０９ ７，９７９ ６７０

１，０８４，１０９ ９４５，１９４ △ １３８，９１５

２００，２１７ １６２，４１９ △ ３７，７９８

１１２，２８９ １１３，７９６ １，５０７

５３，０００ ２０，０００ △ ３３，０００

１１０，０００ ９３，０００ △ １７，０００

－ ４８３ ４８３

２９５，９９６ ２５４，９４５ △ ４１，０５０

２０，２４３ １８，０９０ △ ２，１５２

７２４ ８４６ １２１

７，５３７ ７，２７０ △ ２６６

６３，７１９ ７３，６０９ ９，８８９

２６７ ４６ △ ２２０

－ ３４１ ３４１

１３，３００ １２，００５ △ １，２９４

８７７，２９６ ７５６，８５５ △ １２０，４４０

１，９６１，４０５ １，７０２，０４９ △ ２５９，３５６

３３５，０００ ３３５，０００ －

１，４９９，７２６ １，４９９，７２６ －

１，４９９，７２６ １，４９９，７２６ －

１５２，０２４ ２１５，４０３ ６３，３７９

１５２，０２４ ２１５，４０３ ６３，３７９

１５２，０２４ ２１５，４０３ ６３，３７９

１，９８６，７５１ ２，０５０，１３０ ６３，３７９

１，８１２ ５２０ △ １，２９２

１，８１２ ５２０ △ １，２９２

１，９８８，５６３ ２，０５０，６５０ ６２，０８６

３，９４９，９６９ ３，７５２，７００ △ １９７，２６９

第   ９   期

(平成19年３月31日) (平成20年３月31日)

第   ８   期

科 目 増 減 ( △ )

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 合 計

利 益 剰 余 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

受 注 工 事 損 失 引 当 金

未 払 金

リ ー ス 債 務

買 掛 金

短 期 借 入 金

(　 負 　債　 の 　部 　)

関 係 会 社 長 期 借 入 金

退 職 給 付 引 当 金

そ の 他 の 固 定 負 債

コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー

1 年 以 内 に 期 限 到 来 の
関 係 会 社 長 期 借 入 金

負 債 合 計

未 払 法 人 税 等

そ の 他 の 流 動 負 債

未 払 費 用

前 受 収 益

前 受 金

預 り 金

流 動 負 債 合 計

純 資 産 合 計

負 債 ・ 純 資 産 合 計

繰 越 利 益 剰 余 金

利 益 剰 余 金 合 計

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

資 本 剰 余 金 合 計

固 定 負 債

流 動 負 債

リ ー ス 債 務

未使用テレホンカード引当金

固 定 負 債 合 計
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(単位　百万円)

１，９０７，８３２ １，８６８，９２５ △ ３８，９０７

１，８４６，４４７ １，８２７，２８０ △ １９，１６６

５１０，４３８ ５１１，４３０ ９９１

１６，７７８ １５，６２４ △ １，１５３

４８１，９９８ ４７０，５８９ △ １１，４０８

１０１，７０７ ９５，８４５ △ ５，８６２

１１７，２２６ １０９，７７８ △ ７，４４７

５３，２６８ ５４，９５９ １，６９０

４１２，５０７ ４１８，１６８ ５，６６０

４２，７７１ ３７，１２０ △ ５，６５０

３５，１１４ ３８，３６３ ３，２４９

７４，６３６ ７５，３９９ ７６３

６１，３８５ ４１，６４４ △ １９，７４０

１５３，５６２ １３３，８３４ △ １９，７２７

１５５，０３７ １３０，４８７ △ ２４，５４９

△ １，４７４ ３，３４７ ４，８２１

５９，９１１ ４４，９９２ △ １４，９１８

７０，４４７ ６６，１９６ △ ４，２５０

３５ ５５ ２０

１１，２４７ ３，９３８ △ ７，３０８

５４，２５５ ５６，１３１ １，８７６

４，９０９ ６，０７１ １，１６１

３９，９９１ ４３，７３０ ３，７３８

１３，８５８ １３，５７５ △ ２８３

１９，９７５ ２３，３２９ ３，３５４

６，１５７ ６，８２４ ６６７

９０，３６６ ６７，４５９ △ ２２，９０７

４９，７６５ １７８，５４８ １２８，７８２

４９，７６５ ５３，７２２ ３，９５６

－ １２４，８２５ １２４，８２５

－ ７８，３０７ ７８，３０７

－ ６３，３４１ ６３，３４１

－ １３，８７４ １３，８７４

－ １，０９０ １，０９０

１４０，１３２ １６７，６９９ ２７，５６７

△ ９，２６３ １３，７８１ ２３，０４４

６５，０７７ ５７，０３９ △ ８，０３７

８４，３１８ ９６，８７９ １２，５６０

営 業 費

運 用 費

減 価 償 却 費

リ ー ス 会 計 基 準 の
適 用 に 伴 う 影 響 額

固 定 資 産 臨 時 償 却 費

未 使 用 テ レ ホ ン カ ー ド
引 当 金 繰 入 額

附 帯 事 業 営 業 損 益

受 取 利 息

雑 収 入

固 定 資 産 除 却 費

営 業 外 収 益

電 気 通 信 事 業 営 業 利 益

試 験 研 究 費

営 業 収 益

営 業 費 用

電 気 通 信 事 業 営 業 損 益

管 理 費

施 設 保 全 費

共 通 費

通 信 設 備 使 用 料

附 帯 事 業 営 業 利 益 又 は
附 帯 事 業 営 業 損 失 ( △ )

租 税 公 課

営 業 収 益

 ３．比 較 損 益 計 算 書 

第   ８   期 第   ９   期

増 減 ( △ )科 目 平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで

税 引 前 当 期 純 利 益

法人税、 住民 税及 び事 業税

厚 生 年 金 基 金 代 行 返 上 益

物 件 貸 付 料

固 定 資 産 売 却 益

特 別 利 益

営 業 費 用

経 常 利 益

受 取 配 当 金

営 業 利 益

営 業 外 費 用

支 払 利 息

物 件 貸 付 費 用

雑 支 出

特 別 損 失

法 人 税 等 調 整 額

当 期 純 利 益

平成19年４月１日から
平成20年３月31日まで

- 11 -



前事業年度  （自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） （単位　百万円）

前期末残高 335,000 1,499,726 1,499,726 101,261 101,261 1,935,988 5,028 5,028 1,941,016

当期変動額

剰余金の配当（注） △ 33,500 △ 33,500 △ 33,500 △ 33,500

役員賞与金（注） △ 55 △ 55 △ 55 △ 55

当期純利益 84,318 84,318 84,318 84,318

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額）

△ 3,215 △ 3,215 △ 3,215

－ － － 50,762 50,762 50,762 △ 3,215 △ 3,215 47,547

当期末残高 335,000 1,499,726 1,499,726 152,024 152,024 1,986,751 1,812 1,812 1,988,563

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当事業年度  （自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） （単位　百万円）

前期末残高 335,000 1,499,726 1,499,726 152,024 152,024 1,986,751 1,812 1,812 1,988,563

当期変動額

剰余金の配当 △ 33,500 △ 33,500 △ 33,500 △ 33,500

当期純利益 96,879 96,879 96,879 96,879

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額）

△ 1,292 △ 1,292 △ 1,292

当期変動額合計 － － － 63,379 63,379 63,379 △ 1,292 △ 1,292 62,086

当期末残高 335,000 1,499,726 1,499,726 215,403 215,403 2,050,130 520 520 2,050,650

その他
有価証券
評価
差額金

評価・換算
差額等
合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本

準備金

資本
剰余金
合計

その他利益
剰余金 利益

剰余金
合計繰越利益

剰余金

株主資本 評価・換算差額等

純資産
合計

純資産
合計

評価・換算差額等

評価・換算
差額等
合計

株主資本
合計

その他
有価証券
評価
差額金

株主資本

その他利益
剰余金

資本剰余金

繰越利益
剰余金

利益剰余金

 ４．株主資本等変動計算書 

当期変動額合計

資本金
資本
準備金

資本
剰余金
合計

利益
剰余金
合計
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(単位　百万円)

１，１５９，０４１ １，０３１，９７０ △ １２７，０７０ △ １１．０

３５９，４６２ ４６２，６９３ １０３，２３０ ２８．７

１９１，６１０ １８０，８０９ △ １０，８００ △ ５．６

２４，６６４ ２４，２１０ △ ４５３ △ １．８

１７３，０５３ １６９，２４０ △ ３，８１２ △ ２．２

１，９０７，８３２ １，８６８，９２５ △ ３８，９０７ △ ２．０

１５３，５６２ １３３，８３４ △ １９，７２７ △ １２．８

２，０６１，３９５ ２，００２，７６０ △ ５８，６３５ △ ２．８

 ５．営業実績 

第   ９   期

増 減 率増　減　額科            目

第   ８   期

（％）

営 業 収 益 合 計

附 帯 事 業 営 業 収 益 合 計

電気通信事業営業収益合計

その他の電気通信事業収入

電 報 収 入

△ １８．５

８．３（再）基　　本　　料

（△）

△

音声伝送収入（ＩＰ系除く）

６１，３７９

専 用 収 入 （ Ｉ Ｐ 系 除 く ）

１５１，５５０ １２３，５５３（再）通　　話　　料

（再）相互接続通話料

Ｉ Ｐ 系 収 入

１８１，７５１ １４４，９７０ ３６，７８０△

平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで

平成19年４月１日から
平成20年３月31日まで

７３９，８１１ ６７８，４３１

△ ２７，９９６

２０．２△

△
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(単位　百万円)

Ⅰ

１４０，１３２ １６７，６９９ ２７，５６７

４２５，９８７ ４３２，０８７ ６，０９９

２７，３６５ １９，９５０ △ ７，４１５

△ ４９，７６５ △ ５３，７２２ △ ３，９５６

－ △ １２４，８２５ △ １２４，８２５

－ ６３，３４１ ６３，３４１

－ １，０９０ １，０９０

△ ８２，８７１ △ ５５，４６９ ２７，４０２

△ ３７，９１６ ６３，４５５ １０１，３７２

△ ５，０５２ △ ２８０ ４，７７１

△ １６，７５３ △ ４９，３４３ △ ３２，５８９

２，４３１ △ １，６５５ △ ４，０８７

３７，４８０ ４０，３１３ ２，８３３

４４１，０３７ ５０２，６４３ ６１，６０５

１１，２８２ ３，９９５ △ ７，２８６

△ １４，３８０ △ １４，７０１ △ ３２０

△ ３３，７０６ １０，６６４ ４４，３７０

４０４，２３２ ５０２，６０１ ９８，３６９

Ⅱ

△ ４２７，８３２ △ ４５１，７０１ △ ２３，８６９

５５，３４３ ５９，８５３ ４，５０９

△ ９，５００ △ ５，０１１ ４，４８８

６，４６３ ３，１５４ △ ３，３０８

４１５ ２，５４６ ２，１３０

△ ３７５，１１０ △ ３９１，１５９ △ １６，０４８

Ⅲ

－ １９０，０００ １９０，０００

△ １４１，０９６ △ ２００，２１７ △ ５９，１２１

１２１，０００ △ ５０，０００ △ １７１，０００

－ △ ３８０ △ ３８０

△ ３３，５００ △ ３３，５００ －

△ ５３，５９６ △ ９４，０９７ △ ４０，５０１

Ⅳ △ ２４，４７４ １７，３４３ ４１，８１８

Ⅴ １４２，０３４ １１７，５５９ △ ２４，４７４

Ⅵ １１７，５５９ １３４，９０３ １７，３４３

厚 生 年 金 基 金 代 行 返 上 益

固 定 資 産 臨 時 償 却 費

現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高

現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高

財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー

現金及び現金同等物の増加又は減少(△)額

短 期 借 入 に よ る 増 減 ( △ ) 額

配 当 金 の 支 払 額

財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー

長 期 借 入 に よ る 収 入

固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出

長 期 借 入 金 の 返 済 に よ る 支 出

そ の 他

投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー

固 定 資 産 の 売 却 に よ る 収 入

投 資 有 価 証 券 等 の 取 得 に よ る 支 出

投 資 有 価 証 券 等 の 売 却 に よ る 収 入

営 業 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー

税 引 前 当 期 純 利 益

法 人 税 等 の 受 取 又 は 支 払 （ △ ） 額

営 業 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー

仕 入 債 務 の 増 加 又 は 減 少 ( △ ) 額

未 払 消 費 税等の増加 又は 減少 ( △ ) 額

小 計

リ ー ス 会 計 基 準 の 適 用 に 伴 う 影 響 額

投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー

固 定 資 産 売 却 益

減 価 償 却 費

固 定 資 産 除 却 損

退職給付引当金の増加又は減少 (△ )額

そ の 他

利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額

利 息 の 支 払 額

売 上 債 権 の 増 加 ( △ ) 又 は 減 少 額

た な 卸 資 産 の 増 加 ( △ ) 又 は 減 少 額

第   ８   期

増   減 (△)科　　　　　　　　　目

リ ー ス 債 務 の 返 済 に よ る 支 出

 ６．比較キャッシュ・フロー計算書 

平成19年４月１日から
平成20年３月31日まで

平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで

第   ９   期
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７．役 員 の 異 動 

 

 

（１） 新任取締役候補 

 

江 部   努 （日本電信電話㈱代表取締役副社長） 

 

（２） 退任予定取締役 

 

代表取締役社長     髙 部  豊 彦 （当社相談役就任予定） 

 

（３） 代表取締役予定者 

 

① 代表取締役社長予定者 

  

江 部    努 

 

② 代表取締役副社長予定者 

 

代表取締役副社長    古 賀  哲 夫 

       

代表取締役副社長    大 木  一 夫 

 

常務取締役       小 園  文 典 

 

 

（注）１．代表取締役副社長予定者の大木一夫氏については、平成 20 年 7 月 31 日に辞任の予定です。 

２．常務取締役の小園文典氏については、平成 20 年 8 月 1 日付けで当社代表取締役副社長とす

る予定です。 

３．役員の異動は、内容が定まったものについて記載しております。この他の異動については、

内容が定まった時点で発表いたします。 

 

以  上 




